
難民対策について

平成１４年８月７日

閣 議 了 解

政府は、従来、インドシナ難民について、その定住支援策を講じてきたところであるが、

最近の難民に関する諸問題に対処するため、次の措置をとるものとする。

１ 条約難民として認定された者に対する定住の支援

（１）関係行政機関は、相互に協力し、本邦に在留する外国人で出入国管理及び難民認

定法（昭和２６年政令第３１９号）第６１条の２第１項の難民の認定を受けている

もの（以下「条約難民」という。）に対し、必要に応じ、日本語習得のための便宜

供与、職業紹介又は職業訓練を行う。

（２）各行政機関は、条約難民の就労先の確保に努力するものとする。

（３）政府機関及び地方公共団体についても、上記（２）と同様の努力をするよう求め

るものとする。

２ 連絡調整機能

（１）難民をめぐる諸問題について、関係行政機関の緊密な連携を確保し、政府として

必要な対応を検討するため、内閣に、難民対策連絡調整会議（以下「連絡調整会議」）

という。）を設置する。

（２）連絡調整会議の議長は内閣官房副長官（事務）とし、その構成員は、議長の指名

する関係行政機関の局長等とする。

（３）議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係行政機関の職員その他関

係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

（４）連絡調整会議の円滑な運営を図るため、連絡調整会議の下に幹事会を置くことと

し、その構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。

（５）連絡調整会議（幹事会を含む。以下同じ。）の庶務は、法務省、外務省等関係行

政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

（６）前各項に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関する事項その他必要な事項

は、議長が定める。

（７）昭和５４年７月１３日付け閣議了解により設置されたインドシナ難民対策連絡調

整会議（以下「旧連絡調整会議」という。）は廃止し、これまで旧連絡調整会議が

決定した事項及び申し合わせた事項（ただし、旧連絡調整会議幹事会の設置を除

く。）については、連絡調整会議に引き継がれるものとする。



難民対策連絡調整会議構成員

議 長 内閣官房副長官（事務）

副議長 内閣官房副長官補（外政）

警察庁長官官房国際部長

警察庁警備局長

総務省大臣官房総括審議官

法務省入国管理局長

外務省総合外交政策局国際社会協力部長

財務省大臣官房総括審議官

文化庁次長

厚生労働省職業安定局長

農林水産省総合食料局長

経済産業省通商政策局長

国土交通省総合政策局長

海上保安庁次長

難民対策連絡調整会議幹事会構成員

議 長 内閣官房副長官補（外政）

警察庁長官官房国際部国際第一課長

警察庁警備局外事課長

総務省自治行政局自治政策課国際室長

法務省入国管理局総務課難民認定室長

外務省外交政策局国際社会協力部人権人道課人道支援室長

財務省大臣官房審議官室長

文化庁文化部国語課長

厚生労働省職業安定局雇用開発課長

農林水産省総合食料局国際部国際協力課長

経済産業省通商政策局国際経済室長

国土交通省総合政策局政策課政策企画官

海上保安庁警備救難部警備課長


